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研究要旨 

 健康増進施設認定制度において、運動療法を行うに適した施設として指定された指定運動療法施設が自ら

直接運動指導を実施し、全国に存在する医療法 42 条施設等の類似施設のより良いモデルとなるためには、

エビデンスに基づいた疾病別の標準的な運動指導プロラムが作成され、それらのプログラムを利用しながら

効果的な運動指導を行うことが重要である。そこで、本研究は疾病別運動プログラムとして「腰痛」と「変

形性ひざ関節症」の人を対象にした運動プグラムリーフレットを作成した。また、健康増進施設は適切な運

動指導を実施するための体力測定の実施が求められており、標準的な体力測定プログラムが必要とされてい

る。そこで、本研究は運動指導前後の体力測定項目としてロコモ度テストのうち、「立ち上がりテスト」と「2

ステップテスト」を紹介するリーフレットを作成した。さらに、健康増進施設で運動指導や生活指導を実施

する運動指導者に向けた情報提供として「青年を対象にした運動プログラム」、「18 歳から 64 歳の人を対象

にした身体活動指針」、「65 歳以上の人を対象にした身体活動指針」といったリーフレットや、座りすぎの健

康問題に関連した多くの研究が報告され始めていることから「座位行動」に関するリーフレットを作成した。 

 これらのリーフレットが運動指導に効果的に使用されることが望まれる。また、新たなエビデンスの蓄積

を受けて、作成されたリーフレットを定期的に更新していくことが必要である。 

 

 

Ａ．研究目的 

 厚生労働省は国民の健康づくりを推進するため、

昭和 63 年に健康増進施設認定規程を定め、健康

増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うこ

とのできる施設の認定に関する必要な事項を定め

た。この健康増進施設認定制度において、運動療

法を行うに適した施設として指定された指定運動

療法施設が自ら直接運動指導を実施したり、全国

に存在する医療法 42 条施設等の類似施設のモデ

ルとなるためには、エビデンスに基づいた疾病別

の標準的な運動指導プロラムが作成され、それら

のプログラムを利用して効果的な運動指導を行う

ことが必要である。このため、研究班員で分担し

て疾病別運動プログラムのリーフレットを作成す

る。また、健康増進施設は適切な運動指導を実施

するための体力測定の実施が求められいることか

ら、標準的な体力測定プログラムが必要とされる。

そこで、健康増進施設において必要と考えられる

体力測定プログラムをリストアップし、研究班員

で分担して運動指導前後の体力測定リーフレット

を作成する。さらに、健康増進施設は適切な運動

指導や生活指導の実施が求められていることから、

運動指導者に向けた情報提供に利用できる運動指

導者向け情報提供リーフレットを作成する。 

 

1．疾病別運動プログラムリーフレット 

 健康増進施設、とりわけ指定運動療法施設には

多くの慢性疾患を持った人が施設を利用している。

平成 28 年国民生活基礎調査によれば「腰痛」や

「手足の関節が痛む」といった有症者率が男女と

もに高く、これらの有症者が症状の改善を求めて

指定運動療法施設を利用することは十分に考えら

れる。本研究班が初年度（平成 29 年度）に実施

した健康増進施設実態調査の結果によれば、指定

運動療法施設における 1 ヶ月当たりの運動療法の

利用者数は内科系の疾患が平均 60 人、整形外科



系の疾患が平均 78 人であり、整形外科系の疾患

を持つ人が数多く利用していた。また、2 年目（平

成 30 年度）におけるの健康増進施設利用者調査

の結果は、回答者の 21％が「運動器の疾患」で健

康増進施設を利用していた。そこで、疾病別運動

プログラムリーフレットとして「腰痛」と「変形

性ひざ関節症」の人を対象にした運動プグラムの

リーフレットを作成する。 

 

2．運動指導前後の体力測定リーフレット 

 本研究班が初年度（平成 29 年度）に実施した

健康増進施設実態調査の結果によれば、質問紙調

査に回答した 183施設中 116施設が個人別の運動

プログラム作成の根拠として体力測定の結果を使

用していた。また、2 年目（平成 30 年度）におけ

る健康増進施設利用者調査の結果は、回答者の

82％（複数回答）が健康増進施設の利用目的は「体

力の維持・増進」であると回答していた。 

 前述したように指定運動療法施設には整形外科

系の疾患を持つ人が数多く利用していた。そこで、

運動指導前後の体力測定として日常生活に必要な

身体の移動に関わる機能（運動器の機能）を評価

するための体力測定を紹介するリーフレットを作

成する。 

 

3．運動指導者向け情報提供リーフレット 

 健康増進施設は、健康増進のための運動を安全

かつ適切に実施できる施設として認定を受けてい

るが、運動は「健康増進や体力向上、楽しみなど

の意図を持って、余暇時間に計画的に行われる活

動」と定義されている。運動の上位概念として身

体活動がある。「健康づくりのための身体活動基準

2013」（以下、身体活動基準 2013）では、身体活

動を「安静にしている状態よりも多くのエネルギ

ーを消費するすべての動作」と定義している。そ

して、この身体活動は「運動」と「生活活動」で

構成され、生活活動は「日常生活を営む上で必要

な労働や家事に伴う活動」としている。健康づく

りのためには「運動」に加えて「生活活動」を実

施することも重要であることから「身体活動」の

重要性を紹介するリーフレット作成する。また、

本研究班による初年度（平成 29 年度）における

健康増進施設実態調査の結果によれば、20 歳未満

の利用者は全体の 7%であり、決して高い割合を

占めていないが、健康増進施設の利用者には 20

歳未満の人も存在することから青年を対象にした

運動プログラムのリーフレットを作成する。さら

に、近年、座りすぎの健康問題に関するエビデン

スが数多く公表されてきている。しかしながら座

りすぎの健康問題を説明するための資料は数が限

られている。そこで座りすぎの健康問題を紹介す

るためのリーフレットを作成する。 

 

Ｂ．研究方法 

 

1．疾病別運動プログラムリーフレット 

 腰痛に関してはさまざまな原因が考えられ、原

因によっては運動療法が適切ではない可能性もあ

ることから無症状の時期と慢性腰痛の時期におけ

る運動プログラムに限定してこれまでに報告され

ている疾病ガイドラインを確認した。 

 変形性ひざ関節痛については、OsteoArthritis 

Research Society International (OARSI) が

2008 年に発表した変形性ひざ関節症の管理に関

するガイドラインを日本整形外科学会の変形性ひ

ざ関節症診療ガイドライン策定委員会が日本人用

に適合化した既存のガイドラインを確認した。 

 

2．運動指導前後の体力測定リーフレット 

 日常生活に必要な身体の移動に関わる機能を調

査するテストとしてロコモチャレンジ！推進協議

会が広く紹介しているテストであるロコモ度テス

トの内容とロコモ度テストに関する先行研究を確

認した。先行研究が少ない分野については、すで

に存在するデータを使用した横断研究を実施して、

ロコモ度テストの可能性と限界点を確認した。 

 

3．運動指導者向け情報提供リーフレット 

（1）身体活動に関するリーフレット 

 2006 年に厚生労働省が公表した「健康づくりの



ための運動指針 2006（エクササイズガイド

2006）」を改定するために設置された運動基準・

運動指針の改定に関する検討会の報告書（運動基

準・運動指針の改定に関する検討会報告書）を確

認した。特に、本報告書の参考資料として添付さ

れた厚生労働科学研究費補助金・総括研究報告書

「健康づくりのための運動基準 2006 改定のため

のシステマティックレビュー」を確認した。 

（2）青年を対象にした運動プログラム 

 現在、日本において公的な青年を対象した身体

活動や運動のガイドラインが存在しないため、米

国政府が 2018 年に公表した身体活動ガイドライ

ン（Physical Activity Guidelines for Americans 

2nd Edition. 2018）を確認した。 

（3）座位行動 

 近年、座位行動と総死亡や疾病罹患に関する研

究が数多く報告されており、インターネット検索

システムを利用してこれらの論文を確認した。 

 

4．倫理的配慮 

 本研究は先行研究や運動治療ガイドラインの

レビュー研究であり、個人情報を取り扱うことは

なかった。 

 

Ｃ．研究結果 

 

1．疾病別運動プログラムリーフレット 

（1）腰痛の人を対象にした運動プログラム 

 日本整形外科学会の「腰痛診療ガイドライン

2012」において運動療法に関するシステマティッ

クレビューが実施され、慢性腰痛（3 ヶ月以上）

に対する有効性に高いエビデンスがあることが確

認されていた。さらに、日本整形外科学会と株式

会社博報堂が共同して設立しているロコモチャレ

ンジ！推進協議会からこれまでのエビデンスを基

に作成した腰痛体操が紹介されていることからロ

コモチャレンジ！推進協議会の了承を得て、この

腰痛体操を腰痛の人を対象にした標準的な運動プ

ログラムとして採用した。 

 

（2）変形性ひざ関節症の人を対象にした運動プ

ログラム 

 OARSI ガイドラインではエビデンスに基づい

て定期的な有酸素運動・筋力強化訓練および間接

可動域訓練を実施し、かつこれらの継続を奨励す

るとしている。さらに日本整形外科学会は変形性

ひざ関節症の運動療法を紹介している。そこで日

本整形外科学会の了承を得て、日本整形外科学会

が作成した運動療法を変形性ひざ関節症の人を対

象にした標準的な運動プログラムとして採用した。 

 

2．運動指導前後の体力測定プログラムリーフレ

ット 

（1）ロコモ度テスト 

 ロコモ度テストは、日常生活に必要な身体の移

動に関わる機能を調査するテストである。本テス

トは（1）立ち上がりテスト（2）2 ステップテス

ト（3）コロモ 25（質問紙調査）で構成されてい

るが、リーフレットでは（1）と（2）のテストを

紹介した。日本人を対象とした ROAD スタディに

よって、40 歳未満の人たちにおいても身体の移動

能力が低下していることが示されている

（Yoshimura N et al. 2015）。また、我々の研究

においてコロモ度テストの成績がよくない人は糖

尿病有病率が高い事を確認している（Miyamoto 

R et al. 2018)。これらのことから、健康増進施設

において個人別の運動プログラム作成の参考にな

るテストだと判断した。 

 

3．運動指導者向け情報提供リーフレット 

（1）青年を対象にした運動プログラム 

 2013 年の身体活動基準策定時には充分なエビ

デンスが存在しないという理由で作成されなかっ

た 18 歳未満の運動プログラムについては、米国

の身体活動ガイドラインを参考に作成した。米国

は 2008 年に初めて身体活動ガイドラインを公表

している。そして、最近のエビデンスを基にして

ガイドラインを改定し、2018 年に第 2 版として

「米国人のための身体活動ガイドライン：第 2 版

（Physical Activity Guidelines for Americans 



2nd Edition. 2018）」を発表した。このガイドラ

インに青年を対象にした運動ガイドラインが含ま

れていたことからこのガイドラインを参考に青年

を対象にした運動プログラムを作成した。 

（2）18 歳から 64 歳の人を対象にした身体活動指

針（アクティブガイド） 

 身体活動基準 2013 を基にして作成された「健

康づくりのための身体活動指針（アクティブガイ

ド）」（以下、アクティブガイド）において、18～

64 歳を対象にに記載された部分を抜粋してリー

フレットを作成した。アクティブガイドのエビデ

ンスについては「運動基準・運動指針の改定に関

する検討会報告書」に参考資料として添付された

厚生労働科学研究費補助金・総括研究報告書「健

康づくりのための運動基準 2006 改定のためのシ

ステマティックレビュー」に記載されており、ア

クティブガイドと共に本報告書を確認して作成し

た。 

（3）65 歳以上の人を対象にした身体活動指針（ア

クティブガイド） 

 18 歳から 64 歳の人を対象にした身体活動指針

（アクティブガイド）と同様に、アクティブガイ

ドから 65 歳以上の高齢者を対象に記載された部

分を抜粋してリーフレットを作成した。エビデン

スについても前述した 18歳から 64歳の人を対象

にした身体活動指針（アクティブガイド）と同様 

である。 

（4）座位行動 

 近年、座位行動と総死亡や疾病罹患に関する研

究が数多く報告されている。これらの論文を使用

し、まず最初に日本を含んだ各国の座位時間の比

較を紹介した。続いて座位行動と疾病罹患の関係

を報告している論文と座位行動と総死亡の関係を

報告している論文の研究成果を紹介した。原稿の

内容については日本における座位行動と健康に関

する権威である岡浩一朗（早稲田大学）に確認を

受けたうえでリーフレットを作成した。 

 

Ｄ．考察 

 いずれのリーフレットも現在入手可能なエビデ

ンスに基づいて作成した。しかしながら、リーフ

レットに掲載した情報や、リーフレット作成に使

用したエビデンスは必ずしも日本人を対象とした

エビデンスだけではないことから標本代表性に課

題がある。今後、新たに発信されるエビデンスを

確認し、日本人を対象とした信頼性の高いエビデ

ンスをリーフレットの改訂に使用していくことが

必要だと考えられる。 

 

Ｅ．結論 

 これまでの研究や疾病ガイドラインをレビュー

して、疾病別運動プログラムとして「腰痛」と「変

形性ひざ関節症」の人を対象にした運動プログラ

ムを作成した。また、運動指導前後の体力測定項

目としてロコモ度テストのうち、「立ち上がりテ

スト」と「2 ステップテスト」を紹介するリーフ

レットを作成した。さらに、運動指導者に向けた

情報提供として「青年を対象にした運動プログラ

ム」、「18 歳から 64 歳の人を対象にした身体活動

指針」、「65 歳以上の人を対象にした身体活動指

針」に関するリーフレットや近年、多くの研究が

報告され始めている「座位行動」に関するリーフ

レットを作成した。 

 これらのリーフレットが運動指導のために効果

的に使用されることが望まれる。また、新たなエ

ビデンスの蓄積を受けて、作成されたリーフレッ

トを定期的に更新していくことが必要である。 
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研究要旨 

 健康増進施設や指定運動療法施設で、エビデンスに基づいた運動指導が標準的に行われ、今後そ

の成果を比較集約し、更なる成果を生み出すため、運動施設における運動指導者に向けた標準的な

運動指導プログラムのリーフレット・パンフレット・解説書を分担して作成した。 

 本分担報告書では、研究分担者の小熊祐子と研究協力者の齋藤義信が担当した、高齢者を対象に

した運動プログラム、疾病別運動プログラムのうち、肥満症・メタボリックシンドローム、がんサ

バイバー、サルコペニアの人を対象にした運動プログラム、および、運動指導前後の体力測定のう

ち身体組成、安全対策、運動・スポーツと医療の連携について、状況を概説した。 

 詳細については、各リーフレット・パンフレット・解説書を参照されたい。 

Ａ．研究目的 

 健康増進施設や指定運動療法施設で、エビデ

ンスに基づいた運動指導が標準的に行われ、今

後その成果を比較集約し、更なる成果を生み出

すため、運動施設における運動指導者に向けた

標準的な運動指導プログラムのリーフレット

を分担して作成した。簡単に運動指導者が運動

実施者に説明ができるよう図を多用し、わかり

やすいものを作成した。さらに、そのエビデン

スもたどれるよう報告書で解説した。リーフレ

ットは、運動療法が有効で、必要であると考え

られる患者に、かかりつけ医が短時間で簡潔に

その運動療法を説明し、運動施設での運動実施

につながるよう、医療機関でも活用していただ

くことも目的の範疇とした。また、健康増進施

設関係者が施設運営の参考にし、関連の医療従

事者が運動施設で行う運動療法について理解

を深めるため、健康増進施設用のパンフレット

として、体力測定、運動指導者向け情報提供、

安全対策、スポーツと医療の連携の項を設けた。

本稿では、研究分担者小熊祐子および研究協力

者の齋藤義信による分担分について報告する。 

 

B. 研究方法 

１． 標準運動プログラム        

高齢者を対象にした運動プログラム   

特定の疾患に特化せず、加齢による変化を

意識して、高齢者を対象とした運動プログ

ラムを作成した。作成に当たっては、アメ

リカスポーツ医学会の運動処方の指針（第



 

 

10 版）1、Nelson らの高齢者向け身体活動

と公衆衛生の推奨 2を基盤に、近年のレビ

ューとして 2018 年の米国の身体活動ガイ

ドライン専門委員会報告書 3や介護予防ガ

イド 4等も参照した。また、関連が深い学

会として、日本老年医学会理事長の秋下雅

弘先生、および日本サルコペニア・フレイ

ル学会代表理事の荒井秀典先生にご意見を

伺い反映させて完成させた。 

 

２． 疾患別運動プログラム 

研究分担者として小熊が、（１）肥満症・

メタボリックシンドローム 5-8、（２）がん

サバイバー9-14を、研究協力者として齋藤

が、（３）サルコペニアの疾患別運動プロ

グラム 15を作成した。それぞれの関連学会

のガイドラインを基盤に、国内外の最新の

先行研究を補足した。なお（１）について

は関連学会として日本肥満学会、日本糖尿

病学会理事の先生方に内容をご確認いただ

き、ご意見を反映させたうえで完成させ

た。（２）については、有識者として、が

んサバイバーのリハビリテーションについ

てリーダーシップをとっておられる慶應義

塾大学リハビリテーション科准教授の辻哲

也先生にご意見を伺った。（３）について

は、日本老年医学会理事長の秋下雅弘先

生、および日本サルコペニア・フレイル学

会代表理事の荒井秀典先生にご意見を伺い

反映させて完成させた。 

 

３． 運動指導前後の体力測定  

身体組成の評価 

運動指導者向けの運動指導前後の体力測

定についての情報提供として、身体組成に

ついて、基盤となる情報および、身体組成の

測定方法として代表的なもの、特に運動施

設での実施が想定されるものを中心に、測

定の意義や測定時の注意・禁忌などを中心

に説明した。 

 

４． 安全対策 

 国内外で汎用されている資料を参考に、

近年のアップデートも加味し、健康増進施

設等の運動施設で運動を安全に行うための

対策として、１）施設利用者向け、２）運動

施設・運動指導者向けにわけてリーフレッ

トを作成した。さらに、国外で更新されてい

る運動前健康チェックについての考え方を

参考に、わが国の実情に合った形で運動前

の健康チェックについて、３）にまとめた。 

 

５． 運動・スポーツと医療の連携 

研究班で 3 年間取り組んできた運動・ス

ポーツと医療の連携についてのまとめとし

て、健康増進施設用パンフレット用に作成

した。 

 

６． 倫理的配慮 

本研究は先行研究や治療ガイドラインのレ

ビューに基づく研究であるため、倫理的に

問題となる事項は生じなかった。 

 

Ｃ. 研究結果 

１． 標準運動プログラムリーフレット 

 高齢者を対象にした運動プログラム  

リーフレットおよび解説書にまとめた。 

 

２． 疾患別運動プログラムリーフレット 

（１）肥満症・メタボリックシンドローム、

（２）がんサバイバーについては、疾患別運

動プログラムリーフレット、および解説書

にまとめた。（３）サルコペニアについては、

健康増進向けパンフレットおよび解説書に

まとめた。 

 



 

 

３． 運動指導前後の体力測定リーフレット 

身体体組成の評価 

健康増進施設パンフレットおよび解説書に

まとめた。 

 

４． 安全対策 

１）施設利用者向け、２）運動施設・運動指

導者向け安全対策、および３）運動前健康チ

ェックについて健康増進施設向けパンフレ

ットおよび解説書にまとめた。 

 

５． スポーツと医療の連携 

健康増進施設用パンフレットおよび解説書

にまとめた。 

 

Ｄ. 考察 

 2017 年度研究班で実施した健康増進施設を

対象とした質問紙調査では、施設利用者の年齢

層別内訳で 60 歳以上との回答の中央値が 40％

であった。健康増進施設認定制度が始まった昭

和 63 年から平成元年当時より、約 30 年が経過

し、利用者は確実に高齢化しており、運動実施

の目的や想定すべき疾患も異なってきている

ことがうかがわれた。その間、運動療法に関す

るエビデンスも更新されている。効果が期待で

きる方法を現実的に実施していくための、安全

対策も国内外で進んでいる。 

 身体活動促進・運動実施が効果的なエビデン

スは多数集積されている。健康増進施設は地域

の中で効果的に運動実施をすすめるポテンシ

ャルのある施設である。運動指導者の充実・育

成とともに、周囲の医療機関との連携、運動実

施者自身のリテラシーのアップ、身体活動・運

動実施の社会規範の改善など、今後さらなる検

討が必要と思われる。今回作成に至ったリーフ

レット・パンフレットおよび解説書がきっかけ

となり、健康増進施設の更なる活性化を期待し

ている。 

Ｅ．結論 

標準運動プログラム、疾患別運動プログラム、

運動指導前後の体力測定、安全対策、運動・ス

ポーツと医療の連携について、担当箇所を概説

した。 

 

Ｆ. 研究発表 

１．論文発表 

1） 小熊祐子．健康開始前のスクリーニング 

誰が何をするのか 日本臨床運動療法学会

誌 2019. Vol 20, No2/ 27-31 

2） 小 熊 祐 子 .  Global Action Plan on 

Physical Activity 2018-2030 について－オ

リンピック・レガシー, SDGs とともに考え

る 日本健康教育学会誌 2020 in press 

 

２．学会発表 

1） 小熊祐子、齋藤義信. EIM セッション 医

療機関と運動施設の連携について. 第 38 回

日本臨床運動療法学会. 新潟, 2019 年 9 月 

2） 小熊祐子、齋藤義信. 健康・体力づくり事業

財団・日本心臓リハビリテーション学会ジ

ョイントセッション 心臓リハビリ、運動療

法を広く国民に知ってもらうにはどうすれ

ば良いか? スポーツ・運動・身体活動と医

療のつながり.第 25 回日本心臓リハビリテ

ーション学会学術集会.大阪.2019 年 7 月 
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標準的な運動指導プログラムのリーフレット作成：その3 
 

 
研究分担者 佐藤真治（帝京平成大学・教授） 

 

研究要旨 

 運動が一部の疾患の改善や予防に有効なことは論を待たない。一方で、有疾患者の運動効果は個人差が大

きいので、個々人の疾患や病態に合った運動プログラムを個別に作成することが大切である。そこで、本研究

では、有疾患者の個別的運動プログラム立案のメルクマールになるよう、「誰（どの疾患）が、どの運動を、

どれくらいやればよいのか？」を具体的に示した「疾病別運動プログラム」リーフレットを作成した。また、

合わせて「成人を対象にした運動プログラム」リーフレットと「運動指導前後の体力測定」リーフレットも作

成したので、報告する。 

 

Ａ．研究目的 

 運動が健康に利益をもたらし、一部の疾患の改

善・予防に有効なことは論を待たない。一方で、運

動や運動療法に対する効果には個人差があり、「ひ

と（他人）はひと、自分は自分」として、個々人に

合った運動をおこなうことが大切である。なかで

も、有疾患者は有効限界と安全限界の間が狭く、よ

り丁寧なテーラーメイドの運動プログラム立案が

求められる。 

以上のことをふまえ、本研究では、運動指導現場

で有疾患者の個別的運動プログラムを立案する際

のメルクマールになるよう、「誰（どの疾患）が、

どの運動を、どれくらいやればよいのか？」を具体

的に示したリーフレット（疾病別運動プログラム）

を作成した。なお、疾患別運動プログラム作成に先

行して、健常成人を対象にした「成人を対象にした

運動プログラム」リーフレットを作成した。さらに

は、運動現場で役立つ「運動指導前後の体力測定」

リーフレットも作成したので、合わせて報告する。 

 

Ｂ．研究方法 

 

1．成人のための運動プログラムリーフレット 

 健常成人を対象とした、生活習慣病、特に指定運

動療法施設での運動療法の対象疾患（高血圧、脂質

異常症、糖尿病、虚血性心疾患等）を予防するため

の標準運動プログラム（成人を対象にした運動プ

ログラム）を作成した。作成にあたっては、厚生労

働省が 2013 年に定めた「健康づくりのための身体

活動基準 2013」を土台とし、足りないところを国

内外の先行研究で補った。なお、本プログラムが健

康増進施設での活用を想定しているため、内容は

トレーニングマシンを使用した運動種目が中心と

なっている。 

 

2．疾病別運動プログラムリーフレット 

 研究分担者として、（１）高血圧、（２）2 型糖尿

病、（３）虚血性心疾患、（４）糖尿病性腎臓病、（５）

認知症の疾患別リーフレットを作成した。それぞ

れ関連学会のガイドラインを土台とし、足りない

ところを国内外の先行研究で補った。なお、（２）、

（３）、（４）については、リーフレット案を作成後

に、関連学会（日本糖尿病学会、日本心臓リハビリ

テーション学会、日本腎臓リハビリテーション学

会）の理事の先生方に内容をご精査いただき、ご意

見を反映させた上で完成させた。 

 

3．運動指導前後の体力測定リーフレット 

 運動指導者に向けた情報提供として、運動指導

前後の体力測定方法のリーフレットを作成した。

ここでは、（１）有酸素能力（全身持久力）、

（２）筋力・筋持久力の測り方について示した。



それぞれ、国内外の先行研究を参考にして、設備

が十分に整っていない健康増進施設でも測定可能

な方法を提案した。 

 

4．倫理的配慮 

 本研究は先行研究や治療ガイドラインのレビュ

ー研究であり、個人情報を取り扱うことはなかっ

た。 

 

Ｃ．研究結果 

 

1．成人のための運動プログラムリーフレット 

アメリカ心臓病学会（AHA）は、2003 年の勧告

の中で、心血管系疾患の予防のためには、有酸素運

動に加えて筋力トレーニング（レジスタンス運動）

とストレッチングをおこなうことを勧めている。

以上から、標準運動プログラムは有酸素運動、レジ

スタンス運動、ストレッチングから構成された。 

有酸素運動の強度については、「健康づくりのた

めの身体活動基準 2013」では“息が弾み汗をかく

程度”の運動強度が勧められており、アメリカスポ

ーツ医学会（ACSM）の勧告でも、有酸素運動は中

強度と高強度を組み合わせることが勧められてい

る。以上から、標準運動プログラムの有酸素運動の

強度は、中強度から高強度（60-80％最高心拍数、

自覚的強度：ややきつい）に設定した。 

有酸素運動の時間については、中強度であれば

30-60 分、高強度あれば 20-60 分が勧められる。ま

た、（頻度）については、週 2～5 回が勧められる。 

レジスタンス運動の強度と回数は、1RM（最大挙

上重量）の 60～80％の重さを 8～12 回繰り返すこ

とを勧めた。これより高い強度のトレーニングは

整形外科的な事故のリスクを高め、これより低い

強度のトレーニングは筋量・筋力に対する効果が

小さくなる。 

ストレッチングは、5 種目の静的ストレッチング

と 2 種目の動的なストレッチングを紹介した。可

動範囲の大きい股関節と肩甲骨の周辺、そして体

幹のストレッチングから構成されている。 

 

2．疾病別運動プログラムリーフレット 

（1）高血圧の人を対象にした運動プログラム 

 高血圧症の運動療法では、運動強度に注意しな

ければならない。日本高血圧学会の高血圧治療ガ

イドライン 2014、ならびに ACSM の運動処方の指

針（第 10 版）を参考に、有酸素運動については、

中強度（50～60％最高心拍数、自覚的強度：楽）を

超えない、レジスタンストレーニングについては、

40～50％ 1RM 強度（非常に軽い）と、他疾患に比

べて強度を軽めに設定した。 

 なお、高血圧患者に対する運動指導上の注意点

として、①トレーニングの進行は段階的で緩徐で

あること、②低強度の運動で血圧が著明に上昇す

る患者や最高心拍数が年齢予測心拍数の 85%に達

しない患者には運動負荷試験によるスクリーニン

グが必要であること、③運動時に収縮期血圧

200mmHg、拡張期血圧 105mmHg を持続的に超え

ないこと、④レジスタンス運動の際は、息をこらえ

たやり方（Valsalva 手技）は避けることは強調して

おきたい。 

 

（2）2 型糖尿病の人を対象にした運動プログラム 

日本糖尿病学会の「科学的根拠に基づく糖尿病

診療ガイドライン（2013 年度版）」では、中強度の

有酸素運動を 20～60 分、少なくとも週 3～5 回お

こなうことを勧めている。有酸素運動の強度につ

いては、高強度の方が心肺機能や HbA1c の改善に

有効であったという報告もあるが、合併症（神経障

害、腎症、網膜症、心血管系疾患）のある患者や低

血糖・ケトアシドーシスのリスクが高い患者、そし

て高齢者には高強度の運動は勧められない。 

レジスタンス運動の強度と回数については、

ACSM の運動処方の指針（第 10 版）を参考に１RM

の 60％の重さを 10～15 回、1～3 セットを目安と

した。 

糖尿病患者の運動療法で最も注意しなければな

らないのは、運動誘発性の低血糖である。リーフレ

ットには、日本糖尿病学会・糖尿病診療ガイドライ

ンを参考にして、低血糖の予防法を詳細に記載し

た。 



 

（3）虚血系心疾患の人を対象にした運動療法につ

いて 

日本心臓リハビリテーション学会のガイドライ

ン（心臓リハビリガイドライン）を土台にして、心

疾患者に対する運動プログラムを 4 要素（ウォー

ミングアップ、有酸素運動、レジスタンス運動、ク

ールダウン）に分けて示した。 

ポイントは 2 点である。1 点目は、有酸素運動の

強度である。安全性の担保という観点から、強度は

医療機関で心肺運動負荷試験を実施の上、嫌気性

代謝閾値（AT）を求めて指標にすることを求めた。

また、2 点目として、レジスタンストレーニングの

強度を、心臓リハビリガイドラインを参考に、上下

肢で分けて基準を示した。 

本リーフレットでは、虚血性心疾患患者が健康

増進施設で運動する際、必ず主治医（循環器医）の

運動処方箋を持参して、現場で心臓リハビリテー

ション指導士（日本心臓リハビリテーション学会

認定）の資格を有した健康運動指導士か理学療法

士の監修のもとにおこなうべきであると明記した。

これは、日本心臓リハビリテーション学会からの

要請によるものであり、強調しておきたい。 

 

（4）糖尿病性腎臓病の人を対象にした運動プログ

ラム 

保存安定期の腎臓病患者にとって、サルコペニ

ア・フレイルを予防するレジスタンストレーニン

グが特に重要である。リーフレットでは、日本腎臓

リハビリテーション学会のガイドラインを参考に、

軽い強度のレジスタンス運動を 10～15 回、1～3 セ

ットおこなうことを勧めた。 

有酸素運動については、多くのエビデンスが中

強度（AT レベルもしくは自覚的強度：楽～ややき

つい）で検証されていることから、それを超えない

程度で 20～60 分おこなうことを勧めた。 

 

（5）認知症予防のための運動プログラム 

認知症予防の運動療法としては、我が国で軽度

認知障害（MCI）の地域高齢者 1543 人を対象にお

こなわれたランダム化比較試験（RCT）のプログラ

ムが参考になる。すなわち、レジスタンス運動（40

～50％ 1RM 強度、10～15 回）に有酸素運動（中

強度、20～30 分）と二重課題を有する脳活性化運

動を併用したプログラムを勧めた。 

また、高齢者の認知機能低下のリスクを考慮し

て、対人関係に問題がなければグループでの運動

を勧めた。 

 

（6）内科的疾患別に勧められる有酸素運動の目安 

ここまでのまとめとして、我が国の関連学会の

ガイドラインと ACSM 運動処方ガイドラインを参

考に、疾患別に勧められる有酸素運動の強度と時

間を、運動強度を縦軸に運動時間を横軸に定めて、

座標上で表現した（下図）。 

 

 

3．運動指導前後の体力測定リーフレット 

（1）有酸素能力（全身持久力） 

有酸素能力は、生命予後と関連している。具体

的には、8Mets (28ml/kg/min)以上あれば十分であ

り、5Mets (17.5ml/kg/min)を下回ると、予後が心

配される。ちなみに、有酸素能力のゴールデンス

タンダードは、心肺運動負荷検査によって求めら

れる最高酸素摂取量（PeakVO2）であるが、高価

な測定機器と専門的な技能を必要とするので、こ

こでは、心肺運動負荷検査をせずに間接的に有酸

素能力を推定するオストランド・ノモグラム変法

を示した。 



 

（2）筋力・筋持久力 

運動指導現場で筋力・筋持久力を客観的評価す

ることは難しい。例えば、最も一般的な筋力指標で

ある握力は、生命予後との関連が大きいものの、全

身の筋力を反映するとは言い難い。また、ACSM 運

動処方ガイドラインが勧めるベンチプレスやレッ

グプレスマシンを用いた最大筋力テスト（1-RM テ

スト）は女性や高齢者にとって負担が大きく、体格

の異なる欧米人を基準にしているので直ちに参考

にすることはできない。現実的には、ACSM 運動処

方ガイドラインの中で勧められている“同じ種目

の同じ重さ・同じ回数の筋疲労感”を個人のトレー

ニング効果の目安にすることが妥当だと思われる。 

 

Ｄ．考察 

 

1．成人のための運動プログラムリーフレット 

 研究班員と分担して、「成人のための運動プログ

ラム」リーフレットを作成した。 

注目すべきは、有酸素運動の強度に「高強度」を

許容した点である。この背景としては、運動強度と

健康利益の間に量 -効果反応を認めることや

（Garber CE, et al.2011）、メディカルクリアランス

が機能すれば高強度の運動でも事故が少ないこと

が挙げられる（Metkus TS, et al.2010）。 

 

2．疾病別運動プログラムリーフレット 

 研究班員と分担して、疾病別運動プログラムリ

ーフレットを作成した。担当したリーフレットは

「高血圧」「2 型糖尿病」「虚血性心疾患」「糖尿病

性腎臓病」「認知症」の運動プログラムリーフレッ

トであった。 

内科的疾患は、我が国の医療費の中で大きなウ

エイトを占めている。その内科的疾患の多くに運

動療法が有効であることは良く知られているが、

各疾患の関連学会ごとにばらばらにガイドライン

が発信されており、現場の運動指導士にとってわ

かりにくいものになっていた。また、「どの疾患に、

どの運動を、どれくらいやればよいのか？」につい

て具体的に示されてこなかった。本研究では、関連

学会のガイドラインに、横串を指して、疾患別運動

プログラムリーフレット集としてひとまとめにし

た。さらに、勧められる運動を「この疾患では、こ

のマシンを使って、これぐらいおこなうと良い」と

できるだけ具体的に示した。したがって、この疾病

別運動プログラムリーフレットは運動指導現場に

おいて極めて有用な資料に成り得ると思われた。 

 

3．運動指導前後の体力測定プログラムリーフレッ

ト 

 研究班員と分担して、運動指導者向け情報提供

リーフレットを作成した。担当したリーフレット

は「有酸素能力（全身持久力）」と「筋力・筋持久

力」であった。 

 設備が十分でない健康増進施設を想定して、簡

易的な測定法を示したが、有酸素能力、筋力・筋持

久力ともに限界が大きく、今後、新たなエビデンス

を蓄積してブラッシュアップすることが望まれる。 

 

Ｅ．結論 

 主要な内科的疾患に関して、関連学会のガイド

ラインを土台にして、「疾病別運動プログラム」リ

ーフレットを作成した。また、補足資料として、「成

人を対象にした運動プログラム」と「運動指導前後

の体力測定」のリーフレットも作成した。 

 運動指導現場に長く身を置く者として、有疾患

者に運動利益が十分に届けられていない現状には

忸怩たる思いがあった。このリーフレット集が健

康増進施設の健康運動指導士たちの手に取られ、

個体差を重視した安全で効果的な運動プログラム

が有疾患者に届けられるようになれば、この上な

い幸せである。 
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研究要旨 

健康増進施設のうち、一定の条件を満たす指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の利活

用向上を目指すポイントを整理し、改善案を提案することを目的とした。 

医療費控除の確定申告時の手続き自体が簡略化されてきている中、指定運動療法施設における医

療費控除手続きの流れを簡略化すること、指定運動療法施設における医療費控除制度についての周

知啓発をすること、指定運動療法施設自体を増加させることが相互に効果を発揮し、短期的なメリ

ットおよび、長期的には対象者のウェルビーイングの向上・健康寿命の延伸、医療費軽減が期待で

きる。 

指定運動療法施設における医療費控除の確定申告時の手続き自体の簡略化については、かかりつ

け医が運動療法に関する知見を有している場合とそうでない場合にわけて、提案した。 

ターゲットとセッティングについて、就労世代においては（被扶養者を含め）職域での健康診査

をきっかけとした保険者や雇用者からのアプローチが、リタイア後の高齢者（特に後期高齢者）で

は地域において、地域包括ケアシステムを視野に入れたかかりつけ医からのアプローチが有効と思

われた。上記について推進するとともに、並行して、実際の効果を経年的に検証していく必要があ

る。 

 

 

Ａ．研究目的 

健康増進施設とは、厚生労働省が国民の健康

づくりを推進する上で適切な内容の施設を認

定しその普及を図るため健康増進施設認定規

程（1988 年）に基づいて大臣認定を行っている

施設である。運動型健康増進施設、温泉利用型

健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進

施設の 3 類型の健康増進施設がある。また、運

動型健康増進施設及び温泉利用型健康増進施

設の内、一定の条件を満たす施設を指定運動療

法施設として指定している。 

運動型健康増進施設は 2020 年 3 月末現在全

国で 344施設、そのうち指定運動療法施設が 222

施設ある。これとは別に、温泉型指定運動療法

施設は 4 施設である（公益財団法人日本健康ス

ポーツ連盟 HP より。2020 年 3 月 31 日アクセ

ス）。 



 

 

運動型健康増進施設の要件としては、以下の

1 から 6 が挙げられている。 

1. 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動

が安全に⾏える設備の配置（トレーニングジ

ム、運動フロア、プールの全部または⼀部と

付帯設備） 
2. 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置

のための設備の配置 

3. 生活指導を⾏うための設備を備えているこ

と 
4. 健康運動指導士及びその他運動指導者等の

配置 
5. 医療機関と適切な提携関係を有しているこ

と 

6. 継続的利用者に対する指導を適切に⾏って

いること（健康状態の把握・体⼒測定運動プ

ログラム）。 
 

指定運動療法施設は、厚生労働大臣認定健康

増進施設のうち、一定の要件を満たす施設につ

いて、厚生労働省が運動療法を行うに適した施

設として指定したものである。この指定を受け

た施設では、医師の指示に基づく運動療法を実

施する際に必要となる利用料金について、所得

税法第 73 条が規定する医療費控除の対象とす

ることができる。指定運動療法施設は、平成 4

年 7 月 6 日健医発第 816 号（改正平成 18 年 7

月 26 日健発第 0726006 号）各都道府県知事あ

て厚生省保健機医療局長通知“指定運動療法施

設の利用料金に係る医療費控除の取扱いにつ

いて”の中で指定の条件が定められている。主

な認定基準として、認定機関である公益財団法

人日本健康スポーツ連盟のホームページには

以下の１から４が掲載されている(1)。 

1. 厚生労働大臣認定健康増進施設であるこ

と 

2. 提携医療機関担当医が日本医師会認定健

康スポーツ医であること 

3. 健康運動実践指導者の配置 

4. 運動療法の実施にかかる料金体系を設定

してあること 

（１回当たり 5，000 円以内） 

 

詳述すると、平成 4 年 7 月 6 日健医健発第 49

号、各都道府県衛生主管部（局）長あて厚生省

保健医療局健康増進栄養課長通知（改正平成 18

年 7 月 26 日健習発第 0726002 号）において 2

については、提携医療機関の担当医は運動療法

に関する知見を有すること、として、①日本医

師会の「健康スポーツ医」、②健康スポーツ医

学会講習会を終了、③都道府県医師会長が発行

した運動療法の知見を有する旨の証明書を有

する、のいずれかに該当することとしている。

本報告書では、これら該当者について、健康ス

ポーツ医等、として以降記すこととする。 

同様に 3 については、健康運動実践指導者又

はこれと同等以上の能力を有すると認められ

るもの、としている。また、同様に運動療法の

内容については、対象となる疾病の種類は、“高

血圧、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等で、

その病態から運動療法を行うことが適当であ

ると医師が判断した疾病”、運動療法の期間、頻

度については、“概ね週一回以上の頻度で八週

間以上の期間にわたって指定運動療法施設で

行われた運動療法”としている。また、指定運動

療法施設は、年一回運動療法の実施状況（医師

の処方に基づく運動療法を実施した人数（会

員・非会員別）、対象疾病別人数、医師による

経過観察に実施回数）を厚生労働省に報告の義

務がある。 

健康増進施設認定施設のうち、さらに指定運

動療法施設に認定されると、運動処方を受けた

利用者は、一定のプロセスののち確定申告の際

に申請すれば、医療費控除のメリットが得られ

ることになる。しかしながら、現在その運用は

必ずしも容易ではなく（後述）、医療費控除制



 

 

度は、利用者・運動施設・医療施設の三者にと

って大きなメリットと必ずしもなっていない。 

特に本稿では、指定を受けた指定運動療法施

設が十分に機能していくために、昨年度に引き

続き、医療費控除制度の利活用促進に向けたポ

イントを整理し、改善案を提案することを目的

とした。 

 

Ｂ．研究方法 

１）昨年度に引き続き、指定運動療法施設にお

いて、かかりつけ医と運動療法施設との連携の

仕方について、整理した。本報告書では、かか

りつけ医と主治医とは明確に区別をせず、両者

を、普段かかっており、日常的な診療や健康管

理をしてくれる身近な医師のつもりで記載し

た。就労世代においては、産業医がその役割を

果たすこともあり得る。 

 

２）指定運動療法施設の位置づけをふまえ、日

本の医療制度・健康政策の中で、運動療法が安

全で適切により多くの利用者に実施されるた

めに、従前の医療費控除制度の利活用に向け、

制度の周知や普及における課題等について、特

に重要と思われるものについて述べる。 

 

Ｃ. 結果 

１）指定運動療法施設の医療費控除申請手続き

について－改善策の提案－ 

図１は、現行の指定運動療法施設における医

療費控除申請プロセスをまとめたものである。 

順に、患者（運動療法を受ける者）がかかり

つけ医を受診（1）、かかりつけ医が運動療法処

方せんを作成・交付（2）、それを患者が指定運

動療法施設に持参（3）、指定運動療法施設で、

提携医療機関の提携業務担当医（健康スポーツ

医等）と適宜相談しながら運動メニューを作成

（4,5）・実施（週 1 回以上連続 8 回以上）して

いくことになる。確定申告時には、指定運動療

法施設が運動療法実施報告書（かかりつけ医あ

て）および運動療法実施証明書（所轄税務署長

あて）を作成、それを提携医療機関が確認し運

動療法実施報告書に署名・捺印（6）、患者がか

かりつけ医に示し（あるいは直接かかりつけ医

に送付）（7）、かかりつけ医が確認、署名・捺

印した運動療法実施証明書（8）を施設利用料の

領収書とともに、税務署に確定申告する（9）。 

運動療法の質の担保は必要だが、プロセスが

煩雑で、患者（運動実施者）も運動施設も医師

も大変な手間である。このプロセスを簡便化す

る方法として、昨年度の検討を踏まえ、更に、

簡潔に、以下の 2 つのフローを提案した。すな

わち、かかりつけ医が健康スポーツ医等でない

場合、（図 2）とかかりつけ医が健康スポーツ

医等の場合（図 3）である。 

 

【かかりつけ医が健康スポーツ医等でない場

合】 

日本医師会健康スポーツ医会医師との意見

交換や周囲の医師との意見交換をする中で、か

かりつけ医が健康スポーツ医等の運動療法の

知見を有する者でない場合、現実的には積極的

に運動療法にかかわる体制を作るのは難しい

ことが考えられた。今後、医師への運動療法の

啓発、診療報酬などのインセンティブの付与な

ど考えられるが、まず当面行えることとして、

かかりつけ医が運動療法に詳しくない場合、運

動療法処方せんをかかりつけ医が書くのは、ハ

ードルが高い。かかりつけ医が健康スポーツ医

等でない場合は、極力かかりつけ医に負担がか

からない形でのプロセスを検討した。すなわち、

運動開始時に必要な医療情報の提供にとどめ、

運動処方せん自体は、指定運動療法施設の提携

医療施設の担当医師(健康スポーツ医等)が作成

する形とする。確定申告の際には、かかりつけ

医は関わらず、提携医療施設の担当医師が運動

療法実施証明書を確認、押印することになる。



 

 

あわせて、かかりつけ医には、運動療法実施証

明書の写しが送付される。  

＜運動施設での運動開始までの流れ＞ 

１． まず、かかりつけ医が患者を診察した

際に、運動療法の適用と考え、指定運動療

法施設の利用をすすめる。あるいは患者が

（健康診断等を契機に知った）指定運動療

法施設での運動療法を希望して、医師に情

報提供を依頼することもあり得る。 

２． それをうけて、かかりつけ医が運動関

連医療情報提供票（案、図 4）を作成・交付

する。情報として、健康診断の結果等も添

付することとする。 

３． 患者が運動関連医療情報提供票を指定

運動療法施設に持参する。 

４． 指定運動療法施設で、運動開始前に運

動開始前健康チェックを実施する。現在の

身体活動状況・健康状態・体力・行いたい

運動を確認し、携提医療機関担当医（健康

スポーツ医等）と情報共有し、担当医の指

導に基づく運動療法処方票（案、図 5）を作

成する。なお、前述の運動関連医療情報提

供票と併せて、処方せんではなく、処方票

という文言を用いた。 

 

この運動療法処方票に基づき、患者は指定運

動療法施設に通い（医療費控除の対象となるた

めに少なくとも 8 週以上、週 1 回以上の通所が

必要）、運動療法を実施していくことになる。 

 

５． この間、提携医療機関の担当医（健康

スポーツ医等）は適宜運動療法の指導・経

過観察を行う。 

 

＜確定申告時のフロー＞ 

６． 医療費控除を行うためには、指定運動

療法施設が運動療法実施証明書（現行どお

り、図 6）を作成し、提携医療機関の担当医

（健康スポーツ医等）に送付する。 

７． 提携医療機関の担当医が運動療法実施

証明書を確認、署名・捺印し患者に送付す

る。 

８． 患者は、運動療法実施証明書と、指定

運動療法施設の利用料金領収書を基に医療

費控除の明細書を作成し確定申告書を所轄

の税務署に提出する。 

９． なお、運動療法の実施報告は、指定運

動療法施設からかかりつけ医あてに運動療

法実施証明書の写しを送付する。（現行の

運動療法実施報告書は不要となる。） 

 

【かかりつけ医が健康スポーツ医等である場

合】 

かかりつけ医が健康スポーツ医等である場

合、さらにフローはシンプルになる（図 3）。

すなわち、 

＜運動施設で運動開始までのフロー＞  

１． かかりつけ医が患者を診察し、運動療

法の適用と考え、指定運動療法施設の利用

をすすめる（あるいは患者が指定運動療法

施設での運動を希望して受診する）。 

２． かかりつけ医が運動療法処方票（案、

図 5）を作成する。 

３． 患者が運動療法処方票を指定運動療法

施設に持参する。 

 

指定運動療法施設では、運動療法処方票に

基づき具体的な運動メニューを作成し、運動療

法を実施（医療費控除のためには、通所週 1 回

以上、8 週間以上の実施が必要）する。通院時

に健康スポーツ医等であるかかりつけ医が運

動療法の経過を観察する。実際、かかりつけ医

が提携医療機関の担当医の場合は、図 4 左上の

「かかりつけ医」と右下の「提携医療機関の担

当医」は同一となる。健康スポーツ医等の中で



 

 

も専門が内科系、整形外科系など得意分野が異

なるので、提携医療機関を複数持つ形で、提携

医療機関の中で適宜相談できる形で、運動療法

を継続していくことが望ましい。 

 

＜確定申告時のフロー＞ 

４． 医療費控除を行うためには、指定運動

療法施設が、運動療法実施証明書（図 6）を

作成し、患者を介してかかりつけ医に渡す

（あるいは直接送付）。 

５． かかりつけ医が運動療法実施証明書を

確認し、署名・捺印したものを患者に渡す。 

６． 患者は、運動療法実施証明書と、指定

運動療法施設の利用料金領収書を基に医療

費控除の明細書を作成し、確定申告時に所

轄の税務署に提出する。 

 

医療機関併設型の場合は主にこちら（かかり

つけ医が健康スポーツ医等）のタイプが当ては

まる。この場合も、地域に開かれた指定運動療

法施設であることが望ましく、近隣のかかりつ

け医との連携体制が望まれる。 

 

以上、まずは現在の仕組みを大きく変えずに、

患者、かかりつけ医、指定運動療法施設の負担

が少なく、連携していける現実的な、運用上の

改善案を検討した。本案が運用可能となれば、

研究班で作成した標準的な運動プログラムの

普及啓発を行うとともに、パンフレットの配布

や講習会実施等で情報発信を合わせて実施し

ていきたいと考えている。 

 

２）指定運動療法施設の医療費控除制度が一助

となるために必要な、制度の周知や普及とその

意義について 

詳細は昨年度の報告書に記載した。ここでは

重要な点のみをまとめる。まず、医療費控除制

度を活用した指定運動療法施設利用の患者、医

療施設、運動施設のメリットについてである。 

【医療費控除制度を活用した指定運動療法施

設利用の、患者へのメリット】 

医療費控除については、生計を共にする家

族の分を合算し、年に 10 万円以上 200 万円以

内の分を申請することができ、所得税が税率

に応じて控除される。住民税は所得に応じて

かかってくるので、その分も減額になる。例

えば、月に 8 回 1 年間、1 回の使用料が 2000

円として計算すると、１年間の指定運動療法

施設使用料は、2000＊8＊12＝192000 円とな

る。税率にもよるが、例えば概算の目的で単

純に計算すると、課税される所得が 695 万円

をこえ 900 万円以下の場合、所得税率が 23％

となり 44160 円、翌年の住民税が、例えば税

率 10％であれば、19200 円分の減額となり、

合計で 63360 円の減額となる、実際には、1 か

月に 1 回の通院や処方薬の費用等も含まれる

ため、スポーツジムに通うのであれば、指定

運動療法施設に通い、合算して医療費控除申

請をすることはメリットになるであろう。生

計を共にする家族の分も合算されるため、例

えば夫婦で運動療法の適用となる疾患で通院

している場合、家族に別の疾患でも医療費が

かかっている場合など、今まで医療費控除申

請をしていなかった家庭の場合、合算して医

療費控除申請をすること自体がメリットにな

る。介護費も負担分については控除対象とな

る。また、医療費控除の手続き自体の簡略化

が近年進んできており、その状況とあわせ

て、周知していく必要があるだろう。 

所得の少ない高齢者については、医療費の負

担額が少ないため、医療費控除は、そのプロセ

スの割に大きなメリットにはならない可能性

がある。家族の医療費や介護費負担がある場合

は合算してメリットとなることがある。一方、



 

 

一定以上の収入のある者については後期高齢

者でも 3 割負担となり、所得税額自体も大きく

なるためメリットが大きい。 

適切な運動実施により、慢性疾患の重症化予

防やフレイル予防、ウェルビーイングの改善に

つながり、ひいては、健康寿命の延伸、医療費

軽減にもつながる可能性がある。医療費控除に

より、家族にかかる医療費・介護費を自覚し振

り返ること自体が、家計を見直す契機になるこ

とも期待できる。マイナーポータルの活用によ

り、各種手続きが簡略化されることもメリット

となり得る。 

【運動施設のメリット】 

利用者が増えるということ、医療との連携の

もと安全・安心に運動療法の実施ができるのは

大きなメリットとなる。 

また、研究班で作成した標準プログラムの活

用、健康増進施設、指定運動療法施設という枠

組みの横の連携がメリットとなるであろう。 

 

【医師へのメリット】 

指定運動療法施設とリンクし、運動療法を提

供することは、患者に安全・安心に運動療法を

行う場を提供することになる。患者増につなが

る最大のメリットとなり得る。 

指定運動療法施設への紹介・連携は、地域の 

中で医師としての役割を発揮することになり、

かかりつけ医や健康スポーツ医としての実績

としても位置づけられる。健康スポーツ医制度

やかかりつけ医制度の認定更新の際にメリッ

トが得られるようにできるとよりよいと思わ

れる。 

医師がより大きなメリットを得るためには、

指定運動療法施設を活用した際の効果を実証

し、強固なエビデンスをもとに、診療報酬改訂

の際に提案し、診療報酬に反映できるといい。 

 

次に、医療費控除制度の周知・普及をするに

あたって、特に指定運動療法施設の使用が望ま

れる集団への到達（reach）と普及の方法につい

て考察したい。 

【ライフステージに応じたセッティング】 

これらの仕組みが実働することを考えるに

あたり、ライフステージに応じたセッティング

が必要である。就労世代においては職域が、リ

タイア後の高齢者においては地域が重要とな

る。これは、医療保険制度とも合わせて考える

とわかりやすい。保険者には 40－75 歳の被保

険者・被扶養者の特定健診および保健指導、デ

ータヘルス計画が義務付けられている。保険者

が被保険者の健康増進・慢性疾患のコントロー

ル・重症化予防を推進する中で、日々の運動を

行う場の選択肢として、健康運動施設、指定運

動療法施設の活用が期待できる。例えば図 7 は

データヘルス計画作成の手引き改訂版に示さ

れたものである。この仕組みの中で被保険者の

状況に応じすすめることができる。健康増進施

設は、疾病のない者、あるいは、特に問題なく

運動のできる者、指定運動療法施設や医療法 42

条施設は、運動療法として有疾患者を率先して

すすめる場として適切だろう（図 8 参照）。 

保険者、あるいは雇用者にとっては、被保険

者・被雇用者への健康投資となる。本人にとっ

ては、未来への投資であるとともに、直近では

医療費控除に活用することができる。運動・ス

ポーツとしての”楽しみ”も期待できる。 

保険者からの制度の周知、推進はお互いにと

ってメリットとなりうる。企業における健康経

営ともマッチする。健診・医療と運動施設をつ

なぐことで、被保険者の疾病重症化予防、ウェ

ルビーイングの改善、医療費抑制につながりう

る。健康経営、データヘルスとのコラボヘルス

がうたわれているが、社員のモチベーションア



 

 

ップや企業の生産性向上にもつながり、その枠

組みともマッチするといえよう。 

 

【就労世代は職域・健康診断からのアプローチ】 

特に、医療費控除をメリットとして、指定運動

療法施設での運動をすすめるきっかけとして、

健康診断とのリンクを提案する。40－75 歳被保

険者については、特定健康診査が保険者に義務

付けられている。特定健康診査後、すでに疾患

を持ち通院中の者については、特定保健指導の

対象にはならない。この中に、運動療法の適応

となる者が少なからず存在する。一般的な身体

活動の推進とともに、指定運動療法施設と医療

費控除の仕組みについて紹介する、近隣の具体

的な施設を紹介するといった方法をとること

は、具体的な運動実施につながり、各者にとっ

て有意義であろう。特に就労世代では、職域で

の健康増進・健康管理とリンクして啓発・利用

促進が有効であろう。健診の際に、身体活動量

の把握、簡単な体力チェック、本人の行動学的

準備状況など確認し、メディカルクリアランス

を記載するようにすれば、健康増進施設や指定

運動療法施設利用時の事前チェックの手間が

少なくなる。指定運動療法施設における医療費

控除のフローでいえば、図 2、図 3 のかかりつ

け医に繋ぐことができるであろう。また、産業

医がかかりつけ医の役割を果たすことも可能

であるし、産業医が健康スポーツ医等であれば

より効率よい連携がとれると考えている。 

 

【リタイア後の高齢者、特に後期高齢は地域・

かかりつけ医からのアプローチ】 

地域が生活の基盤となる高齢者においては、

地域包括ケアシステムもふまえた中で、かかり

つけ医との連携、自主的運動活動を基盤に必要

な人にさらに特化した運動療法を行う運動施

設としての指定運動療法施設を周知していく

必要があるだろう。 

75 歳以上の後期高齢者においては、健康診査

は後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、

努力義務となる。平成 28 年度「高齢者の低栄養

防止・重症化予防等の推進」に 係る事業（以下

「モデル事業」という。）の実施自治体から提

出されたデータによると、年１回以上医療を受

診している者が 95.4％、健診を受診している者

が 24.7％であったということである。何等か医

療機関を受診している者がほとんどであり、フ

レイル対策も含め運動療法の選択肢の一つと

して、かかりつけ医からの指定運動療法施設の

推奨もありだろう。その場合、状況やリソース、

本人の嗜好により、より身近な地域における自

主的なグループ運動の場の活用・連携、介護予

防事業や支援事業との連携も必要だ。 

指定運動療法施設での医療費控除制度活用

という意味では、一定以上の収入のある高齢者

層がターゲットとなる。一定以上の収入のある

高齢者層にとっては、医療費も 3 割負担、所得

税率も高くなっているため、医療費控除のメリ

ットを強調し、指定運動療法施設での運動をす

すめることは、運動療法実施のモチベーション

になるかもしれない。所得の少ない高齢者につ

いては、指定運動療法施設での運動実施が不適

切というわけではないが、医療費の負担額が少

ないため、医療費控除が大きなメリットにはな

らない可能性があることは、指定運動施設側も

運動を勧める医療施設側も知っておく必要が

ある。また、制度の変更もありうるため、最新

の情報について、指定運動療法施設制度を担っ

ている厚生労働省や公益財団法人日本健康ス

ポーツ連盟がホームページでお知らせするな

ど、周知徹底に留意する必要がある。 

 このような形でできるところから開始し、健

康増進施設や指定運動療法施設のメリットの

周知（利用者、運動施設、医療施設、行政や保

険者）や利用の促進を行っていくとともに、今



 

 

後継続的に、利用時のメリットをデータで示し

ていくことも重要であろう。 

 

【情報の一元管理の必要性】 

 今までにない仕組みとして、先述した健康運

動手帳（仮称）の共通化を進めたい。特に、医

療費控除制度の簡便化に関連して記述したマ

イナンバー制度の活用や保険者との連携によ

るデータヘルス、コラボヘルスの展開も期待で

きる。健康増進施設や指定運動療法施設が共通

のプラットフォームを用いることで、疾患別の

運動療法の効果の検証、喫緊の課題である生活

習慣病重症化予防の効果の検証、就労世代での

生活習慣予防等確実にデータを示していくこ

とが可能となる。 

 

D. まとめ 

身体活動は多くの健康上の効果が認められ

ている。にもかかわらず、不活動者は世界的に

増加している(2)。世界保健機構では、2018 年 5

月の総会で、身体活動促進についての合意が得

られ、6 月には、”Global Action Plan on Physical 

Activity 2018-2030”が示された。(3) (4)身体不活

動者を 2025 年までに 10％、2030 年までに 15％

減らすことを目的に、4 つの行動目標、Create 

active societies, create active environments, create 

active people, create active systems とエビデンス

のある、どの国でも適用・応用可能な 20 の政策

を示している。これらは 2030 年の持続可能な

開発目標 Sustainable Development Goals（SDGs）

のうち 13 の領域と相互連携しており、その達

成に貢献し得る。すなわち、健康やスポーツ分

野だけでなく、都市計画・交通・アカデミアほ

かが協力して、社会としてシステム思考で実施

していく必要がある。このような世界的な取り

組みを意識し、地域でもその発端を担う取り組

みを確実に行っていく必要がある。 

本稿では、特に指定運動療法施設の医療費控

除制度改善に向けての提案を目的とした。近年、

医療費控除申請自体が簡略化してきており、マ

イナンバー制度の活用推進も含め、積極的に推

進していくことは、個人へのインセンティブだ

けでなく、ほかの施策の推進への効果も含め、

有意義であると考えられる。重症化予防として

のエビデンスのある慢性疾患の運動療法の実

施分を医療費控除することは理にかなってお

り、長期的には、医療費軽減、健康寿命延伸に

つながるものと思われる。一方で、そのエビデ

ンスは並行して示していく必要があり、その意

味でもマイポータルでのデータ活用や Personal 

Health Record を活用した指定運動療法施設や健

康増進施設の共通のプラットフォームの作成、

データの活用、解析、効果検証とフィードバッ

クを継続的に実施していく必要があろう。 

 

Ｅ．結論 

医療費控除の手続き自体が簡略化されてき

ている流れの中、指定運動療法施設における医

療費控除のフローを簡略化すること、指定運動

療法施設における医療費控除についての周知

を促進すること、指定運動療法施設自体を増加

させることが相互に効果を発揮し、短期的なメ

リットおよび、長期的には対象者のウェルビー

イングの改善・健康寿命の延伸、医療費軽減が

期待できる。指定運動療法施設の増加について

は、昨年度の研究報告書の中で、研究代表者澤

田が面積要件の緩和を提案している。医療法 42

条施設は現在面積要件が小さく健康増進施設

の要件を満たすのは難しい。面積緩和要件が緩

和されれば、実質的に有疾患者の運動療法を担

っている 42 条施設も指定運動療法施設の要件

を満たすことになる。医療費控除の活用という

意味では、42 条施設の指定運動療法施設認定は

1 つ重要な意義があるだろう。以上 3 点を推進



 

 

するとともに、並行して、実際の効果を経年的

に検証していく必要がある。 

 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

1） 小熊祐子．健康開始前のスクリーニング 

誰が何をするのか 日本臨床運動療法学会

誌 2019. Vol 20, No2/ 27-31 

2） 小 熊 祐 子 .  Global Action Plan on 

Physical Activity 2018-2030 について－オ

リンピック・レガシー, SDGs とともに考え

る 日本健康教育学会誌 2020. in press 

 

２．学会発表 

1） 小熊祐子、齋藤義信. EIM セッション 医

療機関と運動施設の連携について. 第 38 回

日本臨床運動療法学会. 新潟, 2019 年 9 月 

2） 小熊祐子、齋藤義信. 健康・体力づくり事業
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ョイントセッション 心臓リハビリ、運動療

法を広く国民に知ってもらうにはどうすれ

ば良いか? スポーツ・運動・身体活動と医

療のつながり.第 25 回日本心臓リハビリテ

ーション学会学術集会.大阪.2019 年 7 月 
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図１ 現行の指定運動療法施設における運動開始から医療費控除申請までのプロセス 

  



 

 

図２ かかりつけ医（主治医）が健康スポーツ医等でない場合の指定運動療法施設におけ

る運動処方・施設利用と医療費控除の流れ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

図３ かかりつけ医（主治医）が健康スポーツ医等の場合の指定運動療法施設における運

動処方・施設利用と医療費控除の流れ 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

図６ 運動療法実施証明書（現行） 



 

 

図７ 保健事業の効果・効率を上げる構造 （「データヘルス計画作成の手引き改訂版」

より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 図８ 状況に応じたスポーツ・運動・身体活動と医療連携 
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自転車運動と 2型糖尿病発症との関係：コホート研究 
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研究要旨 

背景 

 健康増進のための運動プログラムの中心的役割を果たす全身持久力向上のために自転車運動が効

果可的である可能性がある。本研究では通勤時における自転車利用に着目し、職場への通勤手段と

しての自転車運動と 2 型糖尿病発症リスクとの関係を追跡研究により明らかにすることを目的とし

た。 

方法 

 健康診断を受けた日本人 33,066 人を解析対象とした。自己記入式質問票により、職場への通勤手

段（「バス・車・電車」、「バイク」、「徒歩」、「自転車」）が調査された。健康診断において、空腹時血

糖値が 126mg/dL 以上、HbA1c が 6.5％以上、既往歴ありのいずれかに該当した場合に糖尿病と判定

した。Cox 比例ハザードモデルを用いて、従属変数に糖尿病の発症、独立変数に通勤手段を投入し、

「バス・車・電車」群を基準にして、他の群の糖尿病発症の年齢調整および多変量調整ハザード比と

95％信頼区間を求めた。 

結果 

追跡開始時における対象者の年齢の中央値は 49 歳（範囲：20～85 歳）であった。159,576 人年の

追跡期間（中央値 5.8 年、最小 0.3 年、最大 6.9 年）中、1,559 人（4.7％）が糖尿病に罹患した。「バ

ス・車・電車」群、「バイク」群、「徒歩」群、「自転車」群の年齢調整ハザード比（95％信頼区間）

は、それぞれ 1.0(Reference)、0.87 (0.70-1.09)、0.94 (0.78-1.12)、0.81 (0.50-1.31)であった。多変量調整

ハザード比（年齢、性別、BMI、運動習慣、喫煙習慣、飲酒習慣で調整）は、1.0(Reference)、1.08. (0.87-

1.35)、0.97 (0.81-1.15)、0.94 (0.58-1.51)で自転車群の点推定値は低く負の関連が示された。 

結論 

自転車通勤の群では、バス・車・電車通勤の群と比較して、糖尿病発症の多変量調整ハザード比は

低く 0.94 (0.58-1.51)、負の関連が示された。しかしながら、自転車群の人数が少なく検出力が低いた

め、統計的な有意性は認められなかった。諸外国では、自転車通勤と疾病発症や死亡リスクとの間に

明確な負の関係が示されているため、自転車運動と糖尿病等、生活習慣病の関係を明らかにするた

めには、今後、日本人を対象にした大規模で長期間の追跡研究が必要である。 



 

A. 研究目的 

 現在、多くの国々において身体活動不足が問題

となっている。身体活動不足は、非感染性疾患（特

に糖尿病や高血圧等の生活習慣病）や死亡と関連

することが報告されている。そのため、身体活動

量の増加は、疾病・死亡リスク低下のために重要

である。 

 我が国では、平成 29 年 5 月 1 日に「自転車活

用推進法」が施行され、二酸化炭素の発生の抑制、

災害時の機動的交通機能の維持、健康増進・体力

向上、交通混雑の緩和など、自転車の活用により、

環境・健康・交通における様々な課題解決に向け

た取り組みが推進されることとなった。自転車活

用の促進は、国民の身体活動の増加に繋がり、健

康の維持・増進・改善効果が期待される。健康増

進のための運動プログラムの中心的役割を果た

す全身持久力向上のためにも、社会的に注目され

ている自転車運動が標準的な運動指導プログラ

ムの中心になることが考えられる。実際に、多く

の健康増進施設において、全身持久力向上のため

の運動負荷機器としてトレッドミル、自転車エル

ゴメーター、ローイングマシーンが設置されてお

り、いずれの機器も全身持久力を向上させること

が報告されているが、トレッドミルは機器利用中

の転倒の可能性がある。また、ローイングマシー

ンは広く普及していない状況である。一方で、自

転車エルゴメーターについては、機器利用中の転

倒の可能性は低く、また、広く普及している。そ

こで、健康増進のための運動プログラムの中心的

役割を果たす全身持久力向上のための自転車運

動の健康に与える効果を検証するために、通勤時

における自転車利用に着目し、職場への通勤手段

と 2 型糖尿病発症リスクとの関係を追跡研究から

明らかにすることを目的とした。 

 

B. 研究方法 

対象者 

 本研究では、新潟県労働衛生医学協会において

健康診断を受けた人が対象者となった。2001 年 4

月から 2002 年 3 月の間に健康診断を受診した 20

歳から 85 歳の男女 55,347 人（男性 35,970 人、女

性 19,377 人）が対象者であった。健康診断時の質

問紙調査で通勤手段について回答していなかっ

た人（11,361 人）は除外された。また追跡開始前

の健康診断において糖尿病（2744 人）、がん、心

疾患、脳卒中、肺塞栓の既往歴ある人（890 人）

が追跡対象から除外された。さらに、共変量のデ

ータが欠損していた 1 人も追跡対象から除外され

た。追跡対象となった 40,332 人のうち、2002 年 4

月から 2008 年 3 月の間に再度健康診断を受診し

た 33,066 人を本研究の解析対象者とした。 

倫理的配慮 

本研究は、医薬基盤・健康・栄養研究所の倫理

委員会の承認を得て実施された。 

健康診断における測定項目 

健康診断時に身長、体重を測定し、BMI を算出

した。安静時血圧は、自動血圧計を用いて座位で

測定し、少なくとも 5 分間安静にした後に記録し

た。肘前静脈から血液サンプルを採取し、総コレ

ステロール、HDL コレステロール、中性脂肪、血

糖値、HbA1c を測定した。また自己記入式質問票

を用いて、運動習慣（なし／あり）、喫煙習慣（吸

わない／以前吸っていた／現在吸っている）、飲

酒習慣（飲まない／週に 1～2 日／週に 3～6 日、

毎日）を調査した。 

通勤手段の評価 

自己記入式質問票により、職場への通勤手段

（「バス・車・電車」、「バイク」、「徒歩」、「自転車」）

を調査した。 

2 型糖尿病の判定 

健康診断において、空腹時血糖値が126mg/dL以

上、HbA1c が 6.5％以上、既往歴ありのいずれか

に該当した場合に 2 型糖尿病と判定した。 

統計解析 

通勤手段で対象者を 4 群（「バス・車・電車」、

「バイク」、「徒歩」、「自転車」）に群分けした。Cox

比例ハザードモデルを用いて、従属変数に糖尿病

の発症、独立変数に通勤手段を投入し、「バス・車・

電車」群を基準にして、他の群の 2 型糖尿病発症

の年齢調整ハザード比および 95％信頼区間を求



 

めた。さらに、共変量として BMI、性別、運動習

慣、喫煙習慣、飲酒習慣を投入し、多変量調整ハ

ザード比および 95％信頼区間も求めた。有意水準

は P 値を 0.05 として、P 値がこれより小さければ

統計的に有意と判定した。 

 

C. 研究結果 

追跡開始時における対象者の年齢の中央値は

49 歳（範囲：20～85 歳）であった。159,576 人年

の追跡期間（中央値 5.8 年、最小 0.3 年、最大 6.9

年）中、1,559 人（4.7％）が糖尿病に罹患した。 

通勤手段別にみた追跡開始時の対象者の特徴

を表 1 に示した。各群の人数の割合は、バス・車・

電車群は 84％（27,814 人）、バイク群は 6％（2,046

人）、徒歩群は 9％（2,821 人）、自転車群は 1％（385

人）であった。 

表 2 に通勤手段別にみた糖尿病発症のハザード

比を示した。「バス・車・電車」群、「バイク」群、

「徒歩」群、「自転車」群の年齢調整ハザード比は、

それぞれ 1.0 (Reference)、0.87 (0.70-1.09)、0.94 

(0.78-1.12)、0.81 (0.50-1.31)であった。多変量調整

ハザード比（年齢、性別、BMI、運動習慣、喫煙

習慣、飲酒習慣で調整）は、1.0 (Reference)、

1.08(0.87-1.35)、0.97 (0.81-1.15)、0.94 (0.58-1.51)で

あり、自転車群の点推定値は他の群と比較して低

い値を示しており、糖尿病発症と負の関連が示さ

れた。 

 

D. 考察 

本研究は、日本人男女 33,066 人を対象に、通勤

時における自転車利用に着目し、職場への通勤手

段と糖尿病発症リスクとの関係について、追跡研

究を実施した。「バス・車・電車」通勤群と比較し

て、「自転車」通勤群では、2 型糖尿病発症の多変

量調整ハザード比は低く 0.94 (0.58-1.51)、負の関

連が示された。しかしながら、自転車群の人数が

少なく検出力が低いため、統計的に有意な関係は

示されなかった。 

 我々の知る限り、日本人を対象に自転車通勤と

疾病発症リスクとの関係をコホート研究によっ

て明らかにした研究はない。国外からはいくつか

のコホート研究が既に報告されており、デンマー

クでは Andersen ら 1 が、6,954 人の男女を対象に

14.5 年間の追跡によって、自己記入式質問票によ

って調査された自転車通勤時間と総死亡リスク

の関係を報告した。自転車通勤時間が週 3 時間以

上（約 25 分／日）ある群では、全くない群と比較

すると、28％低い総死亡リスクであった。同じく

デンマークにおいて Rasmussen ら 2 は、15,063 人

の男女を対象に 14.2 年間の追跡によって、自己記

入式質問票によって調査された自転車通勤時間

と糖尿病発症リスクの関係を報告した。自転車通

勤時間が週 150 分以上（約 20 分／日）ある群で

は、全くない群と比較すると、30％低い糖尿病発

症リスクであった。イギリスにおいても Celis-

Morales ら 3 が、英国バイオバンクに登録された

（40～69 歳の約 50 万人が登録されている）デー

タを用いて、263,450 人の男女を対象に、5 年間の

追跡によって、自己記入式質問票によって調査さ

れた通勤手段と心血管疾患、がん、死亡リスクと

の関係を報告している。自転車通勤をしている群

では、車・バイク・公共交通機関で通勤をしてい

る群と比較すると、41％低い総死亡リスク、52％

低い心血管死亡リスク、46％低い心血管疾患発症

リスク、40％低いがん死亡リスク、45％低いがん

発症リスクであった。 

 上述のような大規模集団あるいは長期間にわ

たって追跡されている研究において、自転車通勤

と疾病発症・死亡リスクとの間に明確な負の関係

が示されていた。一方で、本研究では、追跡期間

が 5 年間と短いこと、自転車群が全体の 1％（385

人）であったことにより、検出力が低く統計的な

有意性は認められなかった。今後、日本人を対象

にした大規模で長期間の追跡研究が必要である。 

 本研究では、自転車通勤と 2 型糖尿病発症リス

クとの関係について追跡調査を実施したが、同様

の解析を高血圧発症をアウトカムにしたモデル

でも確認した。しかしながら、自転車通勤と高血

圧発症リスクとの間に負の関連はみられなかっ

た。（通勤手段別にみた高血圧発症のハザード比：



 

「バス・車・電車」群、「バイク」群、「徒歩」群、

「自転車」群の年齢調整ハザード比（95％信頼区

間）は、それぞれ 1.0 (Reference)、0.81 (0.72-0.91)、

0.95 (0.86-1.04)、1.04 (0.81-1.32)であった。） 

 また本研究では、「バス・車・電車」通勤が 1 群

にまとめられているが、この 3 つの通勤方法での

通勤時の身体活動量は異なると考えられる。先行

研究においては、「車やバイク」は身体活動量が少

ない通勤方法、公共交通機関を利用する「バスや

電車」および「徒歩や自転車」は活動的な通勤方

法とされて調査が行われている 4-6。最近報告され

た日本人約 3 万人を対象に 5 年間追跡した

Kuwahara らの研究 7では、通勤手段と体重変化と

の関係について、「公共交通機関または徒歩・自転

車通勤を 5 年間維持していた」群では、5 年間の

BMI の上昇が最も少なかったと報告している。本

研究では、通勤時の活動量を考慮した質問調査や

群分けを行うことは出来なかった。Kuwahara らの

日本人を対象にした先行研究においても、自転車

通勤単独の影響は調査できていないため、今後、

自転車通勤による生活習慣病予防効果を明らか

にするための研究デザインを用いた調査が必要

である。 

 

E. 結論 

本研究は、日本人男女 33,066 人を対象に、職場

への通勤手段としての自転車運動と糖尿病発症

リスクとの関係を調査した。自転車通勤の群では、

バス・車・電車通勤の群と比較して、糖尿病発症

の多変量調整ハザード比は低く負の関連が示さ

れた。しかしながら、自転車群の人数が少なく統

計的に有意な関係は示されなかった。諸外国では、

自転車通勤と疾病発症リスクとの間に明確な負

の関係が示されているため、自転車運動と糖尿病

等、生活習慣病の関係を明らかにするためには、

今後、日本人を対象にした大規模で長期間の追跡

研究が必要である。 

 

F. 研究発表 

なし 

 

G. 知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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表１．通勤手段別にみた対象者の特徴. 

 全体 バス・車・電車 バイク 徒歩 自転車 

人数 33066 27814 2046 2821 385 

年齢, 歳 49.1 ± 7.9 48.8 ± 7.8 48.9 ± 7.7 

 

51.0 ± 8.6 53.0 ± 8.9 

BMI, kg/m2 22.9 ± 2.9 22.9 ± 2.9 22.6 ± 2.9 23.0 ± 2.9 22.9 ± 2.8 

男性/女性, n 22861/10205 19788/8026 949/1097 1904/917 220/165 

SBP, mmHg 119 ± 16 119 ± 16 118 ± 16 120 ± 16 120 ± 16 

DBP, mmHg 76 ± 11 76 ± 11 75 ± 11 77 ± 11 76 ± 10 

総 コ レ ス テ ロ ー ル , 

mg/dL 

203 ± 33 203 ± 33 205 ± 34 205 ± 33 208 ± 33 

HDL コレステロール, 

mg/dL 

61 ± 16 61 ± 16 65 ± 16 62 ± 16 64 ± 17 

中性脂肪, mg/dL 119 ± 85 120 ± 86 105 ± 75 120 ± 85 109 ± 67 

血糖値, mg/dL 94 ± 9 94 ± 9 94 ± 9 94 ± 10 94 ± 10 

HbA1c, % 4.8 ± 0.3 4.8 ± 0.3 4.9 ± 0.3 4.8 ± 0.3 4.9 ± 0.3 

運動習慣（あり）,n(%) 10067 (30) 8321 (30) 608 (30) 1022 (36) 116 (30) 

喫煙習慣 

  吸わない 

  以前吸っていた 

  現在吸っている 

 

14270 (43) 

5858 (18) 

12938 (39) 

 

11555 (42) 

4927 (18) 

11332 (41) 

 

1170 (57) 

307 (15) 

569 (28) 

 

1345 (48) 

569 (20) 

907 (32) 

 

200 (52) 

55 (14) 

130 (34) 

飲酒習慣 

  飲まない 

  週に 1～2 日 

  週に 3～6 日 

  毎日 

 

8444 (26) 

5167 (16) 

7545 (23) 

11910 (36) 

 

6820 (25) 

4303 (16) 

6368 (23) 

10323 (37) 

 

764 (37) 

344 (17) 

402 (20) 

536 (26) 

 

728 (26) 

469 (17) 

402 (20) 

536 (26) 

 

132 (34) 

51 (13) 

86 (22) 

116 (30) 

Values are mean ± SD or n (%). 

BMI indicates body mass index; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; and HDL, high-

density lipoprotein. 

  



 

 
 

表 2．通勤手段と 2 型糖尿病発症との関係. 

 バス・車・電車 バイク 徒歩 自転車 

人数 27814 2046 2821 385 

追跡人年 134727 9768 13335 1747 

発症者数 1321 83 138 17 

1000 人年当たりの発症

率 

9.81 8.50 10.35 9.73 

年齢調整ハザード比 

(95%信頼区間) 

1.00 (Reference) 0.87 (0.70-1.09) 0.94 (0.78-1.12) 0.81 (0.50-1.31)

多変量調整ハザード比 

(95%信頼区間) 

1.00 (Reference) 1.08 (0.87-1.35) 0.97 (0.81-1.15) 0.94 (0.58-1.51)

調整項目：年齢(連続変数)、性別(男性/女性)、BMI (連続変数)、運動習慣(あり/なし)、喫煙習慣 (吸わない／以前

吸っていた／現在吸っている)、飲酒習慣（飲まない／週に 1～2 日／週に 3～6 日、毎日） 

 


